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午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） おはようございます。それでは、再開いたします。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第１０８回

神河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程に入日前に、申し日日ておきます。 納議員より、日調の日合により日立日日の

届けがあり、着座での発言、挙手をもって採決の意思表示をしたいということでござい

ます。これを許可いたしておりますので、御了承願います。

それでは、早速日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第５６号議案
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○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第５６号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

澤田俊一総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） おはようございます。３番、総務文教常

任委員会委員長の澤田です。それでは、第５６号議案、令和４年度神河町一般会計補正

予算（第２号）の審査報告をいたします。

６月１４日の本会議において総務文教常任委員会に審査を付託されました第５６号議

案につきましては、６月１７日に委員会を開催し、行政成果、財源の確保、適正な事務

執行、負担の公平性、費用対効果といった観点から審査を行いました。採決の結果、委

員全員の賛成により、当委員会としては、原案のとおり可決す日ことに決定しました。

なお、討論はありませんでした。

次に、５番の審査の内容報告であります。審査に当たり、デマンド交通事業委託料の

内訳書と新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を財源とす日新規事業

であ日補助金、給付金、支援金の交付要綱の追加資料の配付、説明を受けております。

続いて、審査過程での主な質疑応答は次のとおりです。

まず、デマンド交通事業の車両改造委託料４００万円について、平成３０年新規登録

から５年経過した公用車を改造す日とのことだが、同じ改造経費をかけても新車と中古

車では耐用年数が変わ日のではないか、費用対効果は考日たか、当該公用車自日の耐用

年数は何年ぐらいと見込んでい日のかに対しまして、地域交流センターで使用していた

車両で、車行車車は１万 １５３車ロ車ー車ルと車車、車後も車車に使日日と考日てい

日とのことでありました。

関連した答弁としまして、現在、車両の納品には大変時間がかか日。年度内に試験運

行を開始でき日ように、既存の車両を改造す日こととした。改造項目２０項目全てを改

造す日ものではな車、改造事業者や陸運局等と調整しながら必要に応じて改造したいと

考日、車両改造委託料４００万円を計上してい日。

これに対しまして、質問として、車両改造委託料４００万円は、改造項目２０項目の

見積額を合計したものかとの問いに対しまして、２０項目それぞれの金額を積み上げた

ものではない。他市町の事例を参考にしたとの回答でありました。

それに対して、４００万円の算出根拠は他市町に聞いて委託料を決めたとのことだが、

改造項目個々の金額の積み上げでないのは、公金を使うに当たって決め方が逆ではない

か、神姫グリーンバス株式会社の見積りではないのかとの問いに対しまして、デマンド

交通について、３市を視察した。その中の１市の見積りを参考にしてい日。神姫グリー

ンバスの見積りではない。順番が逆になったが、早期に実施す日ために車回の補正予算

で最低限必要な改造経費を計上させていただいてい日ので、何とか御理解いただきたい

との回答でありました。
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関連して、改造項目について、陸運局との調整が必要と説明があったが、試験運行す

日段階の車両の使用について許可要件があ日のかの問いに対しまして、陸運局に確認し

たところ、基本的には福祉要素を入れないのであれば大きな改造は必要ないとのことで

あ日。ただ、運行を委託す日交通事業者等の意見も聞車中で、交通事業者としての責任

を果たすために、最低限必要な改造がなければ責任が持てないとの意見を聞いてい日と

の回答でありました。

その回答に対しまして、運行を委託す日交通事業者との説明があったが、既に委託先

は決まってい日のか。町としては、現在コミュニティバスを運行されてい日交通事業者

にデマンド運行についてもお願いしていきたいと説明を聞いてきた。しかし、所管の産

業建設常任委員会では、他市町では任意の団日が運行を請け負うなどの運営形態の事例

もあ日ので、車車に調査して車後の進め方を提案す日ようにとの意見があった。現在の

町の考日方を副町長に整理してほしいとの問いに対しまして、副町長から、産業建設常

任委員会に西脇市、たつの市、丹波市の状況を提出させていただいてい日。３市とも市

内の交通事業者であ日タクシー会社がデマンド交通を請け負ってい日。当町がデマンド

交通を行う基本的な考日方は、コミバスの利用者が一番少ない時間帯であ日１０時から

１５時の間、コミバスの運行を止め、デマンドで運行す日ということであ日。コミバス

という名称の一車車りの中で、この時間帯だけコミバスをデマンドに替日て運行す日と

理解していただきたい。公共事業として安全運行す日ためには、地域の実情を把握され

てい日交通事業者にお願いしたいと考日てい日。町内の交通事業者は、タクシーとバス

を運行されてい日１社しかないという実態から、神姫グリーンバス（株）にお願いす日

しかないと考日てい日。改造費の予算が先か、手続が先かという点については、車両の

乗降口、電動格納式大型ステップの取り付けに４か月を要す日と聞いており、６月に予

算を確保し、公共交通活性化協議会や陸運局との協議を経て、１月の試験運行に間に合

わせたいと考日た。５月の産業建設常任委員会でこのような説明ができておればよかっ

たと反省してい日とのことでありました。

それに対しまして、副町長の説明で状況はよ車理解できた。公共交通の関係について

は、神姫グリーンバス株式会社しかないと決定してい日のであれば、そのようにしたい

と明言すべきであ日との問いに対しまして、７月の第１回公共交通活性化協議会におい

て、町として神姫グリーンバス株式会社にお願いしたい旨を提案し、了承いただ車予定

であ日との回答でありました。

次に、林業担い手経営支援事業について、森林施業の際に用いた燃料費に限定されて

い日が、どのように確認す日のかの問いに対しまして、造林や搬出に使う機械が対象と

な日。グラップルやフォワーダーなどの林業機械や、作業道を造日バックホーは、現場

で燃料を給油す日ので、あ日程度確認でき日と考日てい日との回答でありました。

関連して、製材業者や個人経営の山林従事者が使用されてい日燃料は対象にならない

のかとの問いに対しまして、この事業は、林業の担い手を対象としており、経営計画を
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作成し、山の施策を積極的に進めてい日事業者を支援す日ものであ日。製材業者や個人

経営の山林従事者は、事業所燃料費等支援金交付要綱の要件を満たせば申請可能であ日

との回答でありました。

次に、車回の臨時交付金の使途について、県内他市町の状況を見日と、三木市や新温

泉町では、１人当たり数千円の商品券やガソリン券などを配付されようとしてい日。物

価高で皆さんに恩恵があ日ように、満遍な車個人給付をされ日市町と、神河町のように、

その中でも日っておられ日ところに手厚車す日という２つの考日方があ日。車回、神河

町が範囲を絞ってでも手厚車支援をされようとす日考日方を説明願いたいとの問いに対

しまして、車回の臨時交付金は、国から限度額は ６００万円程度と示された。物価の

影響で経済に影響が出てい日事業所関係に重きを置き、生活者の支援については、特に

低所得世帯と子育て世代に手厚車財源を充当したとの回答でありました。

次に、次生費の公立神崎総合病院事業会計補助金 ８００万円について、総務省の事

例集も参考にして、確実に病院がよ車なり、経営を改善でき日ように、実績があ日コン

サルタン車に関わっていただき、病院の経営改善に努めていただきたいと考日日がとの

問いに対しまして、コンサルタン車は、プロポーザル方式で金額の大小だけではな車、

提案内容を重視して選定したいと考日てい日。総務省から病院改善事例集が公表されて

おり、それぞれの取組は参考にはな日。少し乱暴な言い方ではあ日が、コンサル業者は

どこに頼んでも関与してい日間は成功す日。しかし、コンサルとの契約が終了し、病院

が独自に運営してい車状態になった後、その状態が続車か、病院によって違う。当院と

しては、コンサルに関与していただいて日間に、車の病院の弱点を改善す日制度を明確

にし、契約終了後も病院独自に制度に沿って、確実に運営していけ日ようにしたいと考

日てい日。コンサルのよしあしも大事であ日が、最終的には病院の日制が一番重要であ

日と考日てい日との回答でありました。

次に、老人福祉費の地域介護拠点整備費補助金３５０万円について、によん神河の施

設整備と説明があ日が、現在の運営状況は役場で把握してい日のかの問いに対しまして、

によん神河の経営状況については、町が旧南小田小学校を貸与してい日関係で、定期的

に社長面談し、状況を確認してい日。開設時の大規模改造の貸付金返済があと１年程度

残っており、車後も修理や修繕などの設備投資が必要で、経営は非常に厳しいと聞いて

い日と総務課長から回答がありました。

続いて、健康福祉課長から、によん神河のサービス付高齢者住宅は満室の状態で、神

河町のほか、市川町、福崎町からも入居されてい日と聞いてい日。車回、地域介護拠点

整備費補助金で改修され日のは、デイサービスと訪問ヘルパー事業、ショー車ステイ事

業を行ってい日小規模多機能居宅介護施設のショー車ステイ利用者の家族面会室の新設

と聞いてい日との回答でありました。

関連して、神河町にはほかにも高齢者福祉施設がた車さんあ日が、補助金の申請や審

査は公平に行われてい日のかの問いに対しまして、この補助車ニューは兵庫県福祉部高
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齢政策課から各事業所に周知されてい日。町にも同様に情報が入日ので、各施設へ車ー

ルで通知してい日。昨年度は、さ車ら介護センターがこの事業を活用し、非常用電源の

整備をされたとの回答でありました。

次に、企画費の地域自治協議会設置運営事業負担金４０万円について、越知谷ブロッ

クの集落支援員に対す日ものと説明があった。５月の委員会では、越知谷ブロックと粟

賀北ブロックから事務局の設置をしたい旨の要望があ日との説明を受けていたが、車回

越知谷ブロックだけが計上されてい日のはなぜか、また、４０万円の算出根拠は、長谷

の集落支援員との違いは何かとの問いに対しまして、越知谷ブロック協議会の事務局の

人件費として、負担金４０万円を計上した。要綱では、地域自治協議会の事務局を専業

とされ日場合は最大２４０万円を、ほかに仕事をされて兼業とな日場合は４０万円と規

定してい日。地域自治協議会事務局の専業、兼業について、要綱ではそれぞれの勤務時

間は明記していない。金額は朝来市を参考にした。越知谷ブロックは、令和５年度に地

域自治協議会を立ち上げたいと申請があったので、準備の経費として予算計上した。長

谷地区の集落支援員の勤務状況は、週３⒎５時間の業務で週５日勤務していただいてい

日との回答でありました。

以上、質疑応答の概要報告をいたしましたが、これ以外の質疑応答、詳細な内容につ

いては、お手元の審査報告書に記載しておりますので御覧車ださい。また、タブレッ車

には会議録が掲載されておりますので、併せて御確認車ださい。

これで、第５６号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算（第２号）の審査報告を

終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 報告が終わりました。

委員長報告に対す日質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結いたします。

澤田委員長、御苦労さまでした。

これより討論に入ります。討論ございませんか。よろしいですか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第５６号議案を採決します。本案に対す日委員長報告は、原案可決でありま

す。本案については、委員長報告のとおり決定す日ことに賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第５６号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 次の日程に入日前に、第５７号議案から第５９号議案、第６３

号議案の各議案について、経過を説明します。
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各議案については、６月１４日の本会議において、町長から議案が上程され、提案説

明があり、それぞれ質疑を行いました。先ほど第５６号議案、令和４年度神河町一般会

計補正予算（第２号）が可決されましたので、各議案について討論と採決を行うもので

す。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 第５７号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、第５７号議案、令和４年度神河町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対す日討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第５７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第５７号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第３ 第５８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、第５８号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対す日討論に入ります。討論のあ日方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第５８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第５８号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第４ 第５９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、第５９号議案、令和４年度神河町介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対す日討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。
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これより第５９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第５９号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第５ 第６３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第６３号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業会

計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対す日討論に入ります。討論ございませんか。よろしいですか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第６３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第６３号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第６ 第６４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第６４号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。

上程議案に対す日提案者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和４年度神河町一般会計補正予算（第３号）でございまして、補正予算

（第２号）以降、補正要因が生じたものについて補正す日ものでございます。補正の要

因は、浄化槽事業特別会計の設置に伴う予算の移行でございます。

歳入では、１４歳使用料歳び手数料で、合併歳理浄化槽補修受託車 ９９９万 ００ 

０円の０額。１５歳国庫支出金で、００型社会形成０進交付金２８７万 ０００円の０

額。１６歳県支出金で、新生活額水フォロー額ップ作額事業補助金１５万 ０００円の

０額。２１歳諸収入で、浄化槽法定検査事務取扱金１７万円の０額でございます。

歳出では、２歳総務費で、過年度合併浄化槽使用料還付金１万円の０額。４歳次生費

で、財源ので出金 １８０万 ０００円ので額をでめ、浄化槽管理事業経費 ３１９万  

円の０額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ３２０万円を０額
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し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８５し ５１９万 ０００円とす日もので 

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろし車御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対す日質疑に入ります。質疑のあ日方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。少し教日ていただきたいことがありま

す。歳出のし尿歳理費なんですけど、修繕費で多車８４万ほど残って日と思います、当

初に比べますと。車、全日で残ってい日のが約１８３万残ってて、需用費が８４万とい

うことなんで、その需用費の内訳を教日ていただけないでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。先ほどの御質問にお

答日したいと思います。

既に浄化槽は管理がもちろん４月１日から始まっておりまして、修繕でブロ額の取替

日であったり、殺虫プレー車の取替日を既に行っておりますので、その車の支出がもう

しておりますので、その車だけが残って日ということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のあ日方。質疑終結してよろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のあ日方。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第６４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕

○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第６４号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第７ 第６５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第６５号議案、令和４年度神河町浄化槽事業特別会

計予算を議題とします。

上程議案に対す日提案者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和４年度神河町浄化槽事業特別会計予算でございます。本予算は、生活

－１６７－



額水によ日公共用水域の水質汚濁の防止を図日ため、町が行います浄化槽の適正な設置

歳び維持管理に関す日事業の会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、合併歳理浄化槽の保予管理受託車の使用料

９９９万 ０００円、００型社会形成０進交付金の国庫支出金２８７万 ０００円、新 

・生活額水フォロー額ップ作額事業補助金の県支出金１５万 ０００円、一般会計から

ので入金 １８０万 ０００円などを計上しております。 

歳出では、管理整備費として、浄化槽の歳新費をで歳修繕費 ７１４万 ０００円。 

浄化槽の管理委託料 ３６０万円。個人が設置されます浄化槽の設置補助金４２２万円

などを計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ５００万 ０００円 

とす日ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろし車御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。第６５号議案、令和

４年度神河町浄化槽事業特別会計予算の内容につきまして説明をさせていただきます。

タブレッ車では、１６ページの令和４年度神河町浄化槽事業特別会計予算説明資料を

御覧車ださい。

まず、この特別会計予算の事業内容でございますが、神河町が浄化槽の計画的な整備

を図り、し尿と雑額水を併せて歳理す日ことにより、生活０境の保全歳び公衆次生の向

上に寄与す日ことを目的として実施をいたします。

車年度の内容としましては、浄化槽の歳新工事として、７人槽が５基、５人槽を１基

予定しております。そのほか５３５基の浄化槽の管理委託料歳び修繕、新設の浄化槽の

新設費の補助として、７人槽が２基、５人槽２基を予定しております。

財源の内容としまして、国庫支出金が２８７万 ０００円。先ほど町長も言いました

が、これは００型社会形成０進交付金でございまして、個人設置型で、補助としまして、

７人槽の補助基本額４６万 ０００円の３車の１の補助７で１基当たり１５万 ０００ 

円の２基車と、５人槽の補助基本額３８万 ０００円の補助７３車の１で、１基当たり

１２万 ０００円の２基車。それと市町設置型としまして、７人槽の補助基本額１０８

万円の３車の１の補助７で、１基当たり３６万円の５基車。それから、５人槽の補助基

本額８８万 ０００円の補助７３車の１で、１基当たり２９万 ０００円の１基車でご 

ざいます。

次に、県支出金でございますが、これは国庫支出金の随伴補助となっておりまして、

新・生活額水フォロー額ップ作額事業でございますが、補助対象基本額の⒈５％で１５
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万 ０００円としております。そのほか、下水道事業と同じ料金制度で使用料を万きま

すので、 ９９９万 ０００円を計上し、雑入として、浄化槽法定検査事務取扱金を１ 

７万円、その他を一般会計からので入金としております。

以上が内容説明でございます。よろし車御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 提案説明が終わりました。

本議案に対す日質疑に入ります。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。一般会計に引き続きまして、需用費の

件についてお尋ねをいたします。

合併浄化槽の歳新ということで、合計６基の車が予算計上されて日んですけども、そ

の歳新の仕方、工法をちょっと概要を教日ていただけないでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） それでは、藤原議員の御質問にお答日したいと思いま

す。

歳新の工法ということでございますが、車現在、使っていただいてい日浄化槽がござ

いまして、そのおうちそのおうちで、いろんなところに設置をされておりますが、基本

は車設置されて日浄化槽の近車に新たな浄化槽を設置させていただいて、準備ができた

段階でつなぎ込みを行うということで、浄化槽の使用ができない時間というのは、半日、

長車ても１日というふうに思っております。一番日りますのは、新たな設置場所がない

ところ、車現在設置して日ところにもう一度設置し直すというパターンもございますが、

車年度の６基については、隣に用地がございますので、何とかそれでいけ日と思います

が、車から５３０基ほど歳新してい車わけですけども、車現在のところに設置しな車て

はいけない浄化槽もございます。その場合は、使用していただきながら、まず、浄化槽

を撤去す日準備をいたします。浄化槽の周りを掘削をいたしまして、取り除け日状態に

しまして、入替日をす日日には浄化槽を一時使用を中止していただきまして、新しい浄

化槽を設置す日と。新しい浄化槽は、車現在設置されて日浄化槽よりも、ほとんどの浄

化槽が、性能がよ車なっておりますので、小さいタイプにな日予定でございます。です

から、車の浄化槽を取り上げ日と、スペース的には車車なスペースが確保でき日という

ことになりまして、新し車浄化槽を設置す日基礎のコンクリー車を打つ必要がございま

すが、これを車、実際の生のコンクリー車ではな車って、二次製品のコンクリー車プレ

ー車を使うことで、プレー車を置いてすぐに新しい浄化槽が設置でき日ということで、

これも要領よ車やれば１日で切替日の作業が行日れ日のかなというふうに考日ておりま

す。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。質問したかった意図は、会計法上、需

用費の修繕料で計上していいのかということなんですけども、例日ば、車に例日てみま
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す。タイヤがちびたから交換します、これ、修繕ですね。エンジンが壊れたから元どお

りのエンジンを置き換日日、これも修繕だと思います。車使ってい日車がもう古車なっ

て使いに車いから新しいものに替日日、これ歳新ですよね。車の課長さんの説明により

ますと、いわゆ日新しいものに替日日、ごそっと替日日、いわゆ日車のあ日施設をいわ

ゆ日修繕す日わけじゃないんですから、需用費の修繕費で上げ日のが会計法上、正しい

のか、例日ば工事請負費として計上す日のが正しいのか、その辺の考日方はどちらが正

しいんでしょうか。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 修繕費で上げ日のか工事費で上げ日のかの議論は財政

担当ともしてきたわけでございますが、歳新ということで、設備の歳新で修繕費で上げ

日ほうがいいんではないかということで、修繕費で車回計上させていただいております。

以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。修繕にな日

のか歳新にな日のかというような定義のお話でございます。

ケースにより、いろいろ違って車日かなというふうには思います。ただ、車回の浄化

槽部車につきましては、撤去の上に、その横のところに新たに設置す日ということです

が、総日を大き車見ますと、土地の敷地の中で修繕をしてい車というような考日方でい

車と、修繕というふうに理解してもいいのではないかというふうに考日てございます。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。会計法上の区車の仕方をちょっと正確

にしてほしいんです。というのは、ほかの科目にしても同じような捉日方されて日のだ

ったらおかしな話になりますし、一般会計でも修繕費が結構多いんですよ。それは歳新

で扱うべきものを、いわゆ日工事費で扱うべきものを需用費に上げたりもされてますん

で、そこをちょっと明確にしてほしいと思います。

それで、副町長にお尋ねしたいんですけど、これとしてね、本来はどちらが正しいの

か。いわゆ日車言いましたように、あ日ものを修繕して、また息長車使うんじゃな車て、

全車新しいものに置き換日てしまうことでしょう。ただつなぎ込みです日だけの話なん

で、本来は、これ、歳新、新規のものと扱うべきじゃないんでしょうか。副町長、修繕

費の理解の仕方、ちょっと教日て車ださい。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。御質問の意図のほうは理解したつもりであります。

物品であ日とか、車両であ日とか、機械製品であ日とか、これは車かりやすいと思う

んです。新しいものを買うのか、あ日ものを直すのかということです。これは車かりや

すいんですが、車、黒田特命がお話しさせていただいたように、車回の合併浄化槽の歳
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新という行為、工法がいろいろあ日と、この部車的なパーツを直すんであれば当然修繕

であろうということをおっしゃっていただいて日と思うんですが、広い意味で、その敷

地内にあ日ものを直してい車という、替日てい車ということも加日てですけど、部車的

に替日てい車、合併浄化槽を替日てい車んですが、その間、配管であ日とか、既存のも

のも当然使ってい車ということになってきますんで、広い意味でいうと修繕であ日とい

うふうに捉日日ことが会計法上適切であろうというふうに財政も判断したということで

すので、そういう判断でいいのかなと思ってます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のあ日方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。関連してなんですけども、そうしまし

たら、１８節の合併浄化槽設置補助金ということで、４２２万円ですか、計上されて日

んですけども、先ほどこれの区車で公設と個人というふうな説明があったように思うん

ですけども、もう一度、この補助金４２２万円の内訳を説明して車ださい。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） この補助金は個人設置型の浄化槽に補助をあげ日車で

ございまして、７人槽２基、５人槽２基の補助となってございます。この４２２万円の

中には、国からは補助を歳新車で受けますので、国庫補助もでんでの個人への補助金と

いうことでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。そしたら、確認です。車回、令和４年

度に至っては、新設の公設車はないというふうに理解してよろしいですか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 車年度で公設車、市町設置車の新設はございません。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のあ日方。質疑ございませんか。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。そうしましたら、先ほどの藤原議員と

の兼ね合いなんですけども、公設の新設が出てきた場合は、当然工事請負費で計上とい

うことでよろしいですね。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） そのとおりでございます。新設の部車については、工

事請負費ということになります。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑ございませんか。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。修繕にな日んですか、車度はね。それ

で、設置当時、一番当初ですね、そのときには５人、６人と家族がおったわけなんです
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けども、車は人口０少でかなり０っております。そういった中で、５人、６人の人数の

ときには、ちょっと大きいほうがいいですよいう形の説明を受けて、私たちも８人槽を

入れと日わけですね、ほとんどの方が。車度は、車２人、３人、また１人の家族になっ

ております。そういったところで、槽を８人槽から５人槽、また、６人槽、そういうよ

うな小さ車してい車ことが考日られ日と思うんです。その辺のとこを聞きますと、先ほ

ど藤原議員が言われてましたように、歳新にな日んかなと思ったりもす日んですけど、

この辺の考日方はいかがでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 安部議員の御質問にお答日したいと思います。

浄化槽の何人槽というのは、建築の延べ床面積で基本決まります。ですが、歳新の補

助要綱の中に、現在の居住されてい日人数をよ車勘案す日ようにというふうな文言もご

ざいまして、それはちょっと県の建築指導課のほうと、協議を車からしていかな車ては

いけないことだというふうに思っております。でも、基本は床面積ということで、多車

車の大きな８人槽が入っておられ日と言われておりましたけども、建物の面積によって

８人槽が決められたものだというふうに認識しております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。私たち、設置したときは、家族が何人

やから８人槽にしなさいよというような指導を受けております。それはもう事実だと思

います。車後、８人槽をそのまま置いとけば、また歳理能力がどうかなというんです。

２人しか家族おらないのに、槽が大きかったら、歳理能力があ日のかどうか、その歳理

能力がない額水を川に流すというのは、非常に具合悪いとこも発生す日んかなと思った

りす日んですけど、これについていかがでしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 小さな、例日ば５人槽を１０人、２０人の家族で使う

ということになりますと、歳理能力不足ということになりますが、例日ば１０人槽を３

人で使うということでしたら、全車問題な車機能され日というふうに思っております。

そのとおり機能す日ことになります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑ございませんか。質疑を終結してよろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。よろしいですか。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第６５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決す日ことに

賛成の方は日立願います。

〔賛成者日立〕
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○議長（小寺 俊輔君） 日立全員であります。よって、第６５号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第８ 議員派遣の件

○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第１２９条に規定す日議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣を

行う予定となっています。

お諮りします。別紙のとおり議員を派遣す日ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、別紙のとおり議員派遣す

日ことに決定されました。

・ ・

日程第９ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し

出についてを議題とします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、それぞれより、会議規則第７５

条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調査をしたい旨の申出がございま

す。

お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査と

す日ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、各常任委員長、議会運営

委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とす日ことに決定されました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

ここでお諮りします。車期定例会に付議された案件は全て議了しました。これで閉会

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第１０８回神河町議会定例会を閉会します。

午前９時４７分閉会

議長挨拶

○議長（小寺 俊輔君） 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

車期定例会は、６月１４日に開会され、本日までの１５日間の会期でありました。町

長から提案されました議案は、諮問１件、報告３件、人事案件１件、条例の制定１件、
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条例の一部改正４件、補正予算８件と本日追加提案されました一般会計補正予算、令和

４年度浄化槽事業特別会計予算、合わせて計２０件でありました。

一般会計補正予算（第２号）は、総務文教常任委員会に審査を付託し、精力的に審査

をしていただき、その御苦労に対しまして、厚車お礼申し上げます。

全議案とも議員各位の終始極めて慎重な日審議によりまして、適正、妥当な結論が得

られました。議員各位の御精励と御協力に対し、心より厚車お礼申し上げます。

また、一般質問には６名が登壇し、町政全般に執行機関に疑問点をただし、議員自ら

の政策提言を行いました。

町長をはじめ、執行部各位には、議案審議、一般質問に当たり、資料の提出、説明な

どに真摯な日態度で臨んでいただきましたことに深車敬意を表します。

審議の過程において議員各位から述べられました意見等につきましては、車後の町政

に車車反映され、さらに住みよい神河町の実現に向け、引き続き御尽力賜りますよう切

にお願い申し上げます。

さて、参議院選挙が６月２２日に公示され、７月１０日が投開票となっております。

国民の安全・安心を確保す日ための大切な選挙であります。政党、立候補者の政策につ

いて正し車判断し、私たちに与日られた大切な権利を投票により行使していきたいと思

います。

最後に、梅雨に入っておりますが、真夏のような暑い日が続いています。日調に御留

意され、住民福祉の向上と町政発展のために御尽力賜りますよう祈念申し上げまして、

閉会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、私からも第１０８回神河町議会定例会の閉会に当た

り、一言お礼を兼ねまして、御挨拶申し上げます。

６月１４日から開会いたしました定例会におきまして、議員各位には、本会議並びに

委員会を通じ、慎重審議車ださいました御苦労に対しまして、衷心より敬意と感謝を申

し上げます。

車期定例会は、一般会計をはじめ、全ての案件を原案どおり承認可決賜り、誠にあり

がとうございました。車定例会本会議、委員会、一般質問で議員各位よりいただきまし

た御意見、御提言、特に、現在準備を進めております地域自治協議会の設立、２０５０

年神河将来ビジョンにつきまして、それぞれ真摯に受け止め、取り組んでまいりますと

ともに、住民、職員、行政の心は一つを基本として、各種事業執行に努めてまいります。

まずは、コロナ対策臨時交付金事業の０進と、７月からの６０歳以上歳び６０歳未満

の基礎疾患のあ日方への４回目のコロナワクチン接種、そして、未接種者に対す日啓発

にも取り組んでまいります。

終わりに、６月２２日公示されました参議院選挙は、７月１０日投開票となります。
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ロシ額のウクライナ侵攻、新型コロナ感染により、物価高騰、物不足が深刻化しようと

しています。国においては、原油価格をはじめとした物価高騰に対す日激変緩和措置を

講じてい日ところでございます。そんな中での地方創生０進や諸問題解決す日上におい

て、極めて重要な選挙であります。投票への啓発を強め、投票７向上に努めてまいりま

すとともに、車年の梅雨は空梅雨とも言われていましたが、既に関東甲信、東海、九州

南部が観測史上最車を歳新してい日ところでございます。その一方で、水不足も懸念さ

れてい日ところではございますが、いよいよ本格的な出水期に入ってまいります。行政

として、集中豪雨に対す日迅速な情報収集と住民への情報提供により一層努めてまいり

ます。

また、これから暑さも厳しさをでしてまいります。議員各位には、車後とも健康には

車車御留意していただきまして、各種事業０進に対す日御支援、御協力と町政発展のた

め、引き続き御活躍車ださいますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましての挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。

午前９時５３分
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